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2011年 1胡 13E13時 32分   宇都宮地裁大田原支邸事務室

事件番号 平成23年 (フ )第 171号
損害賠償請求事件
原告 石川博
被告 石川孝子

宇都宮地方畿判所大田原支店   御中

―

答 弁 書

1ヽ、 1545 P,

平成 2F年 10月 12日

齢割時0
第■ 請求の趣旨に対する答弁

1 被告石川孝子に対する原青の請求黎J・ずれも棄却する.

2 訴訟費用 |ま原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する磐弁

1 請求原因 1は、認める。

2 請求原因 2の とちぎん大田原支店及び、ゆうちょ野崎支店での引き出しは認め

る。夫石りil院―は、胃がんで手術をして母絹枝が亡くなった前日に、退院をし

たばかりで体力がありませんでした。そこで、私が失に頼まれ代わりに、行い、

すべて夫に渡しました。

3 請求原因 3の着物は、古くしみち付いているものでした。高価な資金属は、見

たこと力
'あ

りませスノ●

4 請求原因4は、着物、資金属は窃取していません。

鑑定書も見たことがありません。

第二項  原告の損害に対する答弁

1 着物、資金属を窃取していませrir.争います。

2 以降のことは、私には関係なJ{こ とです。



イ  2011年 10月 13E13時 33分   宇部宮地裁大田原更部事務室 ‖:1 0545   ',  3

ψ

第 3 被告の主張

1 原告は、私が窃盗を行つたと主張しているが、退院してすぐに母が亡くなり、

喪主として、一切をこなさなければならない共に頼まれ、母から績かつた、

通帳と印鑑で、おろして大に渡しただけです.

着物はしみが付いていて、とても着用できるものではなく、鑑定書付の資金属

は見たことがありません。  `

2 原告は、 lo年以上も母の家には寄り付かず、その間、手術を伴 うム院を、

3回しましたが、一度も手術に立ち会うこともなく:看病もしたことがぁりま

せんでした。

4 原告の子供は3人いますが、3人 とも、結婚をし、母にすれば孫になる、子供

達がいます。しかし、母には知らされず、母の人生で、一番悲しいことだった

と思いますこ

―
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した旨の登録を行った (乙 -3)。

5 ところで、本件定期積金解約に際しては、訴外石川孝子が被告栃木銀行所

定の払戻請求書に必要事項を記載し、予め被告栃木銀行に届け出ていた訴外

石川絹枝の印を押捺して、訴外石川絹枝名義の本件定期積金通帳とともに被

告栃木銀行に提出して行われた。そして、被告栃木銀行大田原支店では、払

戻請求書に押捺されていた印影と届け出られていた印鑑について相当の注意

をもつて照合し、両者に相違がないことを確認して払い戻しに応 じた (乙 -1、

第9項 )。 ちなみに、被告栃木銀行の内部の事務取扱規程では取引先の家族等

に対する払戻しについては預金通帳、証書と届出印章を持参した者は、本人

とみなして取扱い、使いの者に面識がなくかつ応対に不審の点がある場合は、

取引先本人に電話等で確認のうえ取扱 うことになっている。そして、本件に

あっては、前記のとおり、預金通帳その他届出印章を持参して払戻を受けた

者は訴外石川孝子で、同人は訴外石川絹枝の長男の妻というょぅに訴外石川

絹枝の家族であった。そこで被告栃木銀行は訴外石川孝子を本人、つまり訴

外石川絹枝とみなして取り扱った。なお、被告栃木銀行大田原支店は訴外石

川孝子とは面識があった。

6 また、ATMに よる本件普通預金から223,424円 の払い戻しは、訴外石川孝子

によって、訴外石川絹枝に対して交付したカー ドと暗証番号の入力により行

われた、つまり、入力された暗証と届出の暗証とが一致することが確認され

たうえで行われたもので、またATMそれ自体も当時正常に作動していた (乙 -2、

夕 言 10巧 頁 )。

7 以上のとおり、本件定期積金及び本件普通預金からの払戻手続きは適切に

行われていた。また、本件払戻が行われた平成22年4月 15日 の時′点で、既に訴

外石川絹枝が死亡していたかどうか、当然のことながら被告栃木銀行として

は知る由もなく、またそうした点について被告栃木銀行に責められるべき事

情はない。

8 このように、被告栃木銀行には本件払戻に関しては落ち度らしい落ち度は

なく、訴外石川孝子に対する平成2″円月15日 及び同月30日 の払い戻しは、債
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3 第3項 (4頁 )。 本文は不知。 (1)「定期預金」
(2)認める。 (3)被告栃木銀行の説明部分は認め、

4 第3(5頁)ないし6及び8項。不知。
5 第7項。争う。

第4 請求の原因 (追カロ)について

とある部分以外は認める。

その余は争 う。

特に認否の必要はないと考える。

第5 被告の主張。

1 訴外石川絹枝は、昭和52年8月 18日 |

(口 座番号1926031)を被告栃木銀行大田原支店に開設した。その後、平成21年
12月 22日 、やはり今回問題となっている訴外石川絹枝名義の本件定期積金 (口

座番号 1 2)が被告栃木銀行大田原支店に開設された。   、本件
は、訴外石川絹枝の長男である被告石川院一の妻訴外石川孝

1子が大田原支店に来店 して行ったものである。

2 平成22年 4月 15日 、訴外石川孝子が被告栃木銀行大田原支店野崎出張所を訪
れ、ATMを利用して本件普通預金から223,424円 の払戻を受け、さらに同所窓
口で本件定期積金を解約して250,Ooo円 の払戻を受けた。また、平成22年 4月
30日 、訴外石川孝子が野崎出張所を訪れて、ATMを利用して本件普通預金から
34,485円 の払戻を受けた。

3   く.訴外石川孝子は自身が被告栃木銀行大田原支店の顧客でしばしば同
支店を訪れて利用している。同時に同支店では訴外石り|1孝子について、同人
が訴外石り|1絹枝の長男の妻であることも知悉してぃた。

4 平成22年 6月 8日 、原告が被告栃木銀行黒磯支店を訪れ、訴外石川絹枝の取
引履歴の開示を求めた。その際、被告栃木銀行は原告から訴外石川絹枝が平
成22年 4月 15日 に死亡した事実を告げられた。ここに被告栃木銀行は訴外石川
絹枝の死亡を初めて知るにいたり、同日午前H時7分、石り|1絹枝について死亡
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められるべきであって、原告の被告栃

木銀行に対する請求は理由がない。なお、改めて述べるまでもなく、そもそ

も、原告は本件定期積金及び普通預金については、訴外石川絹枝の相続人と

しては、遺産分割が適法に行われているのであれば別であるが、そうでない

限り法定相続分と思われる1/4の持分 〔訴状「第二、請求の原因、第2項」 (4

頁)〕 を有するに過ぎない。そうした事情を無視した本訴請求それ自体失当と

言 うべきである。


